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要旨

横浜公閣は日本に於ける近代公閣の先駆として知られている。創設にききる経緯も何人かの先述

によって研究されている。ただそれらに共通しているのは，横浜j苦闘地の外閤人遠の袈求が発端

となっているせいもあって，外交文替の文簡を追うことに終始している点、である。

本稿では，まずそもそも何故外間人続開池のr.plζ公闘が必要とされたのか，また府関タトi巡人の

うちどのような憾の人々が必要としたのかを考察し，居留地内のハイクラスの人々が，本国での

生活のスタイ jレを活関i訟に持ち込んだものっさあると結論づけた。

さらに，これまで利用されなかった外務翁資料の開高，費用翻議:から公It:~造成の具体的なうど

きを追った。その紡来日本側の財政事情により造成段が削減された ζ と，それに Þl~ いi車線ばかり

の強形的な地割が，泌総を持つ自然式に変わり，また植付けのi樹木も当初リストに挙げられてい

た仕立物が最後に消え，自然樹形のものとなったことが明らかになった。工事を担当する臼本側

は様々の変真に器用に対処している。一方外関側は，一設して公開の必要を主強して，当初のプ

ランとは鈍るとはいえ，目指す公関をとにかく権保した。これは公共造協を鉾合lとして，明治初

期の特にヨーロッパと日本の文化，また生活の流儀の鐙があらわれたものであり，日本側のヨー

ロッパ文化の受容と近代化への対処の一例と考えられよう。

(なお本文中の年代の波数字は陰j払アラビア数字は太陽府での年代を示す。たとえば明治五

年五月 i 明治 6年11月，のごとくである。)

1.はじめに

欧米絡調と条約を締結し，期間した日本には，欧米にひけをとらぬ文北約伝統の 1っとして遊

関術があった。日本の逃翻術は間関以来，欧米人の特に注目したものであり，高い評価を受けた

ものであった。

江戸時代初期に首都江戸では，務大名のj議数の逃営が搬んであり，いわゆる大名越闘が数多く

つくられ，そのため路部・植木i絞も増加し，また迭閣の材料としての樹木:の生産も拡大した。さ
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らに江戸時代後半になると，庶民のii社にじ話芸趣味が授避し，花木桜花の絞捕が大いに人気そ博

した。

こうした庶民服にまで裾野を広げた銅趣味と，安定した殺とヴァラエティ iと霞んだ品離の供

給を可能とする綴木生E遣を謀殺として，務米，開国期のiヨ本の遊関術が，世界的に見ても類のな

い商い水準のものであったことは間違いない。

間関蔵後のiヨ本lと植物採銭安問的として訪れたイギザスの闘芸学者ロパート・フォーチ品ンは，

tlJi待をはるかによまわる臼本の閥;芸植物のヴァラエティに圧倒jされたo とくに関子坂や染*1:の植

木濯の規模の大きなこと，栽培している総木の廷と癒搬の盟諮なことに驚きの自を見張ったので

あるれ。

しかしζの時までに日本人が.:1::1ζ発迷させたのは，このような機水や草花 1本 1本の手入れの

桂皮の高さ，いわば…品趨の「芸術皮Jの高さであり，造問術のブJでは陵高を 1つの鍛賞品として

j忍たときのこれまた「芸術!笠Jの隠さであった。

それを別の表現で言えば，闘芸や築廃の高度な技術がパブリックな援!H1fこ投入された公閣とい

う形をまだ経験していなかったということになる。

もちろん欧米諸・臨も公闘を自治体の手でつくり出すのは19!il・紀の30'"'-'40年代であり， 問;;jえの関

関慣にはまだわずか数十年の経験しか持っていなかった。

しかしながら，ロパート・フォーチ品ンの来日目的の 1つが，イギワスにあるアオキが会部nii!f

;;jえのため突を紡ばず， したがって雌水を乎に入れること，それによってイギリス中

な冬のi鴻，突しい真赤な災をつけたアオキを見てすごせるようになることを願う，と:惑いている

点にも，パブリックというものに対する考え方の逃いがあらわれているのではないか。

確かにフォーチュンは，エジンパラの王立閣議協会から派巡されてきたのであり，常利のため

の閥芸諜，横木識を問的としているのではないからではあるが，彼がアオキの雄木 l本にかける

情熱の中に，隠芸学若者としての知的興議以外の，パブリックなものに奉仕できる議びがあらわれ

ているといっても，いいすぎではないだろうわ。

日本の誇る造i繍術，間芸術は，居間外関人の公爵役立袋三jえによって，こうしたノマブリックな空

間への新たな対泌を綿われたということができょう。礁かにそれは. 13本全体からすればきわめ

て小さなj者問地での出米事であり，日本の造断や|滋芸IC与えた怒繰は当初小さなものであったろ

う。しかしながら，明治 6年日本政府は，会閣の公閣にふさわしい地を申し出よ，とする太政?芸

術迷を出すが， ζれも外i議人の公開設立翠求と深くかかわっていようし，全国的スケーノレで巡図，

闘惑がノマブリックなものに対応せざるを得ない一応のもとがここに上からi子えられたのである。

このように措留地での公開袈求は，後の日本の迭閣にとって，記念すべき/:1:'.米苦手であり，きわ

めて興味深い問題を提供してくれるように恩われる。本稿は，ごill寺陛界的にみても高い水燃の主主

闘・ i鶏3芸術そ持っていた 13本人が，タトi溺人の求める公i認にどのような対応を示したのかを，その

最初の一例である横浜公悶造成の総締をたどる 1やで見てみようとするものである。

2. 横浜における溜留外国人の公闘設立要求

横浜における外悶人の公閤設立嬰求に関しては，すでにいくつかの研究がある310 ζζでは，

それらに欠けている何故賠閣外関人が公!溜設fL嬰求を出してきたのか，また彼らの盟む公閣は，

どのような胞の人々が，どのような利用を閥的としている施設なのかについて設及してみたい。

すでに述べたように， igく米諸国においても公鴎というものは，このお11寺まだ一般的なものでは

なかった。公留とは散裁や総|容での問機などのいわゆる静的レクリエーシ習ンの;協であり，ずな
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わち社交の場であった。そこは上流階級が彼らの地位を誇示するための刻台装置であり，

l球での民衆のための公共施設ではなかった4}O このことは，日本設大のj苦闘地横浜lとおりる外悶

人の公関投立要求が，どのような踏の人々から出足されたものかを知る手掛りになろう。

盟関l也の外関人遠のレクリエーシ百ンは， 例えばブラックの『ヤング・ジャパンj5'からひろ

いだしてみると，会食や演炎会，滋内遊戯として玉突き， トランプ，タトレクリスーシ盟ンとして

は，競馬， M的，ローン・ボ…リング，テニス等を挙げることができる。とりわけ競馬は， J.~と

いうらのが滞留外倒人のほとんどの者にとっての必~な交通手j廷であり，かっ!JTt潟が大変ポピュ

ラーなレクリエーシ詔ンであるという基盤を平干していたため， 最も好まれたものであり， “The 

Far East"紙の‘'theperiod" (維級制)のほとんどが競馬の報道で埋められている場合もある

枕である 6' 。幕末，慨悶当初から外閑人たちが，潟で走れる遊歩道ゃあるいはf~îJ制品をまず!!fb 1 

に嬰求したね JJIlruの一端がここにうかがえる。

ではそれとは別に公邸の設立要求がIJ:¥て米た!京協は何かと考えてみると，訪問外|怒人のうちで

も，中・ J二流の措j留の本悶での住活スタイノレと して考えることはできないであろう。

ヨーロッパにおいては，公悶の説明JijJである19lit紀の中葉には特IC::，公舗の使命はゆ・上流階

級の麗外での社交場たることであり，庶民が公開IC入ってくることは，彼ら下胞の人々が， rlJ・

上流階級の生活スタイルや?ナーを認め，それに倣うという心構えを持っていることを前艶とし

ていた。だからこそ公閣でのレクリエーシ百ンは粥 11ζ静的なものであったし，動的なものとし

ては移動目的を伴った釆潟や，府議を走らせること，または)'i].を池に浮かべること位であった。

だから19世紀前半のヨーロッパの公i閣には，スポーッ施設は入っていない。スポーツ施設が公閣

の中に入ってくるのは，スポーツ自身の性格にも変化が起き，中流精級へそれが浸透した19J:!:1:紀

の後半，それも終りの!認である。

船旅をとりしきることだけが仕事である就くれマドロス述や，羽有以外は，事l~為の臼々を

過ごさねばならない下級の兵隊迷には，時閣地の生活はi恩賜きわまりないものであり，公劉での

めかしこんだ社交よりは，緩践したエネルギーのはけ口ともなる競馬や射繋が，とくにそれらは

ギャンフツレ性をもや!こっているため，うさ晴らしとして特に好まれたものである。
みよぎ命

横浜公捌は，すでに知られているように，能l消防と呼ばれた滋郎一帯が， 1866年11月のいわゆ

る豚股火事で焼失した跡地を，周留のj現地と共lζ壊立て，二七;諮りをしたよにつくられた。これに

は蒋米!C::結ぼれた 2つの条約が関係している ζ とは周知のことである。

すなわちその鰐 1は1864年12月19日調印の「横浜際関士山党議:Jであり，そのtiH条!と，地i碕IllJ

の河閣の湿地を埋立てることしその完成後，地i崎町遊!?日をj管留地からはなれた加のところへ移す

こと，もしこれら工事が行なわれる以前に港鶴間]逃!.1IIが焼失したなら，再越はせぬことがうたわ

れていた引o

この「党議jをj1(j逃した外調人は，もちろん賠般地行政をとりしきっていたj溺の人々であり，

すでに述べた本闘での1*.上流階踏であった。彼らにとっては認盤火事は，i毘tむをへだてた居留

j訟にも怒忠告した好ましからぬ事件ではあったが，他方，少なくとも表向きはよからぬ場所である

遊感iiを，速かに}母留地から闘の!活かぬところへ移せる機会をもたらしてくれた事件でもあった

彼らは盟月早速に「横浜陪留地改造及競馬場築地靖:約書」を幕府と締結，綿印した9'。 ζれが

横浜公閤創設にかかわる粥 2の条約であり，このiifH条において， I凶器約11IJの地問を「外国立17.1こ

臼本彼我にで月jふべき公けの遊関jとなすことが決められた。これが横渋公係i成立の条約上の起

源であり， 1;去に公文型?において横浜公際がしばしば「彼我公髄Jと呼ばれるゆえんである。

こうした事情から考えでも，公邸主主求は地のレクリエーション機能を伴った施設の袈求とは性

絡をにすることがわかる O
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すなわち，競馬場や射繋場は，確かに下問兵士や船員迷のエネルギーのほけiコを与える場でも

あったが，戦闘に欠くべからざ、る釆馬認iI線・軍事教鋭，高す懲;ViI事l!の場として，まず居留地の文配

胞にとって必要な施設であった。その恕i沫でこれら施設のけ3では，上・ 1:1:1・下の名階鴎がそれぞ

れの欲求を満たしている。公閣はどうか。

港崎IlIJの遊l祁は，有名な岩f副長をはじめ. J吾f!!d外閑人治:で!投娠をi緩めたという。これを{也所lこ

移すことは，股間外悶人のうちでも…部の!読の願望であり，しかもその跡地を公開にっくりかえ

ることは， rll・上流i絡級のレクリエーション施設としてのみ機泌させることを滋|床ずる。|ヨ:$:側

から独立した居間地の自治行政権を誕認するという大きな日的のための一手段でもあったが.J否

問地内での階!討の殺を明絡にさせる役割をも染すべきなのがこの公翻であった。

横浜公lilllより以前にできた山手公闘においても，そのことははっきりうかがえる。 まず山手公

悶自体が陪機外関人述の資金，タ5'カ準仕でつくられた10) 本悶で関芸趣味を持つハイ・クラスの

人々にそれは扱われていた。ここには音楽堂があり，バンドj出炎がなされ，またフラワーショウ

(閣議展示品評会)などが行なわれた。つまり， ジェントルマンやレディーの集まる社交場なの

であった。

j汚留地lま，本間から派遣された有能な外交官から，一獲千金を夢みる商人，その!ヨ諮らしの浮

浪者のような者・まで多様な階簡の人々がおりなす小社会をつくっていた釈であり，社会掠設とし

ての公悶の議li~ij1は，それを無視しでは全く不可能であろう O

公闘要求とは，居留地という 1*1でのr:1"・上流階脳の人々の社交倒的を満たし，かつ

戸外レクリエーシ田ンの新しい傾向としてのスポ…ツもできる場所を総保するために11¥てきたも

のであった。そして，諮問地の中に彼らの本国における(特にイギリス人の)社会対闘の秩序が

持込まれ，それを安定状態に保つために欠くべからざる社会施設の 1っとして公悶は袈求された

のである。

3. 横浜公l謡創設の交渉

本FAjの次の線j越は，横浜公闘の創設をめぐって. I三i本側のとった態淀と，公開を袈求する外国

人の，迭問lζ対する考え方のふれあいを迫ってみることである。

機?兵公i郊の造成が決定され，一応の開問に怒るまでの経約は火変にこみ入っており，それぞの

写真 1 1871年6月 111 字-公闘
"The Pub1ic Gardens， Yokohama"と泌され

ている。(“Th告 F、arEast" 1871. 7. 1号所絞)

写真2にも見えるノインドスタンドやベンチ，さ

らにお乎に大変誌った巡りの!IU誌が見える。

写真2 1I1乎公騒のバンドスタンド (1871"f:.)
“The Band Stand in th巴 Public Gard告が， (~ 

災1と悶j引こ所l[没)勾っている人々は英関第一大

隊第十i!都議のバンド・メンパー述
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ものが，彼我の造関搬の迷いを浮彫りにしているともいえよう O

横浜公翻が，条約上の文部での要求ではなく，兵体的な設計の袈求lこ出会うのは明治忘年であ

る。 11.1手公閣の方はこの年二月，神奈川県，外務省，太政官の間で公閑地j道官主の件につき

往復があり 11) ついに五月， 1山手第ニ]百三三十都公i設地券Jにより I J苦閣外櫛人に貸与された12)。

ζの主f.秋開迄に，外悶人の関投で公劉としての体裁をかなり鍛えた 13】。盟1871伴 (I拘治~l年) 7 

月 1日付の TheFar East紙にはこの公溺でtfnj溜フラワーシ aーが行なわれた時の真が掲

げられているが，芝生や花関，築山の状態も先成した様子(窓口!)を見せており， バンド・ステー

ジも総てられている〈引は )0

ちょうど同じl説， I日j治三三年ニ)~ないしは三月に埋立地の方にも公翻(つまり横浜公鴎)をつく

れと要求があった。 (1870il~ 4月)には兆， 31\ ，米，総各公立~から新型R立地の公鴎工中.にか

かるよう器・認する米議:がつぎつぎ外務省に寄せられた143O その頃お緩い外国人の沢.H.プラント

ン15)が横決公l!ffi設計闘をかいていた。それは神奈111~f~の依加によるものであったが，プラントン

にとって事情は単純ではなかったろう O つまり彼は日本政府のお究者い外j殺人ではあるが，横浜の

j浅間外悶入社会のゅの一員でもあったし，しかも!苦闘地の最大勢力であるイギリス人であったか

らである。設計の際，どの人々の好みを反映させるか彼自身舗んだかもしれない。それを謀議さ

するかのように外務省外交資料館に，この頃のものと思われる されている問。

しかし本稿ではこの辺の事情は，横浜市Jえの記述にひとまず従うことにして，その問(つまり

明治忘年二月頃から明治五年六月 i調まで)のとl本側各省や各協のとった基本的態皮のみ列挙し，

次への理解の助けとする O

まず外務各?

明治五年八月十七131;J'で各悶公使へ送った文設がある 17)。公閣は

「元米外関人滋覧之為1&校校次此ブJ於問者造営j謀総不案内J
という文部に見られるように，外関人Ji~の公開投計の経験がないという口実で，各 j認の方から絵

図ilnで指示してほしいとゲタをあずけている O これがほとんど一覧した基本的態認である。

次に神奈川然

神奈川県は，外留HHUと日本側1:1'央(外務・大賊省)の思惑のはざ'*で， d，* cざまな努力を余議な

くされている。 また次に述べるアメリカとイギザスの対立にみられるような各闘の希謎の相迭を

鵡強するために，プラントンにがj枚かの儲聞の翻・践しを依級している機子である O

アメザカ

米関公使デロングは，明治問年間月外務省!と於て ると，公!認内に!去く芝生を縦付けて

クワケットJおをつくるようだが，この遊びは英劉人がするもので，彼らだけの都合であるJと反

対した 18) 公 m~創設には勿論反対している訳ではなく，球技のためならt:j:l央!こ円形の芝生を設け

ればよいと述べている。しかしl:lf'l治五年二月に，当時の米代班!公使シェパードの要求楽19)が11¥さ

れ，各j;BJ代表がこれを受け入れて，クリケット j品i問題は解決した。その内容は，懸案の芝生地は

絡めるが，横浜クリケット・クラブ20)が「段上の芝生jを納付け，管理する O そして他の娯議に

使いたいとド初出があったときはl誇クラブが許可を出す，というものであった。

イギリス

イギ、ワスイWJの悶立つ

ちで取i徐き，明治五年の

はクワケット滋建設の後先である。明治四年中にはい芝生を自分た

明より日本側と説朋の分般につき交渉しつつ，決まらぬうちから新

しい芝生を秘付・け，六月には完了し，そのまv百五苔七始前ij余の半額を iヨオサlU1と負t立させた21) ζ 

のように，問地の最大勢力であるイギ 1)スは，公邸造成でもイニシアティヴをとっている。

大紋主?
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iW手I!のク 1)ケット場芝生納付設については白木側の半制負諮を認め，神奈川県よりイギワス側に

支払わせたが，これは約定の上でもともと公劉造成は日本側の全額負担となっていたため，会く

文払わないわけにはゆかなかったからである。 2iS本的態度は，常tc外関側から要求がでるまで仮

説することであった。この態度は後のブfでも具体例!として11¥てくる。

4. 横浜公|鶏造成の具体的プラン

以上のような日本側，外~Hl訟のさまざまな思感 !cJi!.をひっぱられながらも .R体的な公凶i役会1・

プランは進行していった。ここで取上げるのは，外務省文議I=lJにみられる，神奈川県が具体的に

公悶造成政の概算を出した明治五年六月以降である。

i明治五年六月，神奈川県は，ブラントンの限nInIC基づいて政郎概算を行ない，総額:l工万xi十円

余をはじき出した。そして間金額を日12に「iki;筋ノ者へjぷク入札Jさせたという 22)。残念ながら，

どのような人々が入札に加わったのかはわからない。

もとにした間衝は，すでに有名なプラントンの「公邸分諮問j23) とほとんどすべて河じである

が，中央官[5の芝生地の中にお!i込みのようなものが掛かれ， ISOMETRICAL SKETCH FOR 

PUBLIC GARDEN と題され， iNo. 2Jと議込みのある凶閣ではなかろうかωt(3)o SKETCH 

(見取図)となっているから， J}IJに PLAN(平間関)があることも考えられるが，外務省の一件

寄獄中には晃おらない。 Yi!.llX簡をもとに紫者の校、で-起こした51刊誌闘を掲げる(凶1l。

関聞に見える主要な施設としては，右上にバンド・ステージのような総牧(これは山手公i認の

2 tこ見られる愁紛のより大]回線なものではなかろうか);在時打こパウボィリオン，上，右下の

2ケ汚?に， よるトンネル状の

門一ハ
μ

ハ
け

Uη
り
門
け
け
凶
一
一
一
A
V
a
ハ

υ
hハけ川〉

0
0
0
二
・

2

0

0
〕
間
出
口

e:;11 
十

3を1銃器d'!ZTi立捌1CTIましたもの

⑧の位授にく18)(feet)の文字がある O

Jこ，下 2ケ所の道路をまたいでツ らませ-

勾:良3 j裁浜公綴交日H~11放!まi
ISOMETRICAL SKETCH FOR PUBLIC GAR. 
DEN (No. 2)と滋込みがある。芝生は策総，樹
木は濃淡の総や茶，花!i'1.1まfをや赤で炎しくお色さ
れている。
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たようなア…チがある。これらのアーチ，エ

キゾチックな外観のパヴィリオンやバンド・

ステージ織の主主総，花附など，どれをとって

みても当11与の日本人のI没針案ではない。徹底

的に外悶人の滋味が入れられている。サイン

はないが「公ma分間alJとほとんど悶じであ

るから，プラントンの設計と考えてよいだろ

う。 彼が設計の燃に外悶人，特にイギリス人

の希援を容れたことが恕{殺される。

アーチおよびトンネル~;i\のものは

チ間ケ所jとして，純物の1524包部舎に一訟の

仕泌がILIている24)。ところが，

内家鼠等造営之義ハ追々収翻籾伺

{泌総ニ話1J路絞25)J 

とノfヴィリオン，ノインド・ステー

については銭郎概算も仕様も Il¥米ていない。

ζのことは設要である O すでに述べたが明治

三八月付の外務省から各悶公使へあてた丈

では

「元米外i潤人遊箆之為取役検事故此ゴJ

於両者造営撲滅不案内j

と逃げることができた。しかしブラントンの

ができた現在，間m史認:も合め，閣内

る大よそのメドぐらいはつくだろ

う。このように5汚えて外務有は神奈川県にあ

とを仰せたのではあるまいかG 神淡JII県が多

くの業者に入札させたにもかかわらず，でき

たのは櫛裁に関してだけである。どの業者も

建物については検討がつかなかったのだろう

か。いずれにせよ，劉内鉱物について日本側

は令くお手上げの状態といって滋含でない G

，金勾!の上から見るとこの;おはきわめ

てぜいたくである。まず，

巡りの鉄製!'l¥Ifで公閣の均

さヵ:尺の凝った

(約
〈勾:t(7惑主幹

l020m)を閥む。この控JTJが訟法問の 5分の

2にぎiる二万i時 I均時:立公式には内と閥単

{立)強 4ケ所のl'うも欽製である

がニ万七千五百許可， 1;去の実Jj話集では

二千昭余であることを考えると:alくべき

金額である。さらにこ百同もする品(J米のポン

プを備える。神奈川!誌の意気込みであろうか，

外調人の に押されたものであろうか。

Tfぷ4 公j苅j込総額ヨコt苦情IS(右上方)

バンドステージ(?)は八角形で一辺lこニつのア

ーチが見える o 公閣外j潟は校ぷりのよい桜木，入
口からアーチを|向う滋(く18>とあるのは滋rlJ18 
フィート〉の友おに校:illlれ状の樹木がある。パン
ドステージへのアプローチは放水になっている o

写真;5 公i認民総額の脳会~l (左下方)

パゥ・ィリオンはgg辺形の3fLi1iiを持ち:会illlこ2つ
づっアーチがあるοiIIJi1ii1こは丸い花的が i泣か

れている。

23'災5 公閥均絵関毅i自11(15下方i)

ツjレ物をからませたトンネル状の
}jjtかi氾(?)のついたボールがみえるテント

状のものは不祥。
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いずれにせよ， ζ の設用概算をもって{況を出した神奈川県に対し，大蔵省は何の返事もしなか

った。 2ヶ月後の明治五年八月に，神奈川県が返事を俄促すると，

「多分之入政相掛倣!日1自然彼より催促倹迄

が米たという加。つまり金がかかりすぎるから，外関人側からの盟主長がないかぎり知らぬ振りを

しておけという命令である。さらにその1m，大政省は太政官宛lζ，n~・政窮乏の折であるから，公

関造成の条約を1波楽するか，もしくはできるだけ竣こじの懸践を引延ばせと外務省に命令してほし

いと頼んでいる 261。すでに述べた大政省の基本的諮淀がここにもあきらかにうかがえる O

しかし外悶人側が然っているのも何くの間であった。翌年純樹に好い挙節となり，またスポ…

ツにも逃した11寺伎がi@ってくると，タト劉人側から，公関造成はどうなったか開会わせが米たよう

である O 神奈川県から外務省宛に，大J~1Æ 1せと王手く七日将して造成の決定を下してほしいとの管慌が
なされた251。ζの仁1:1での神奈川県の主眼は 2つにまとめられる o

1. 公開造営は条約上の取決めであり， 1立っておくとは「外悶江対し不体裁Jであり「翻l交際

j二の j従来IJ にも I~係J する

2. 公開のJ~ð 劉の理泣.てが完成し，競売に付そうと思うが「公閣法営相n町民ハノイ間前段得之地

ずる。つまり公闘があれば周辺の土地が利く売れる

だから公隠造成の決定が平くほしい，というのである。

しかし大政省は，廷に政府を1M滅した楽を抱11¥せよと命令してきた271。神奈川除はこれに対し

てすぐ新たに貸別概算を行なったの総付けるj泌物についても新築をつくった加。貸別概算を先の
{決 1)

もの (I~j i'ð'毛主説窓)と比絞してみると，まずj司聞の相If側、製から木製c1合，白ペンキ 2 度後

り)に変わっている。 これが総額4，777円で欽製欄より16，5001な程もまとくなっている o 植樹は，

24，4001な強となり4，000円組安くなっている。門， ~I:戸， .j有子，ポンプは同じ金額である。

1v立樹について前の案と比較して詳しく見てみよう O 公|郊の内 j誌に櫛える樹木がニ悶~り l 本か

ら三三間当り 1木，すなわち285本から191水へと94本減らされている。松については相変わらず日

本風の仕立て!訟の松が15本。これは日本人の感覚としてどうしても門組りなどに欠かせないと忠、

っていたからであろう。三三郎~閥的]の鴎さとあったものをこ間~芝山jへ小さくしでもなお本数だ

けは減らしていない。 賂胞に樹える

いる。 また悶内iこ1鍛えるj鈴木はいくらか総数がi訴えているが樹高はかなり低いものになっている。

樹;mtで特徴的なのは， 2 ~~共に総数が多い点で，しかも果樹が多く入っている O

i1U3tJ には木本も主主ヌiえも入っている。前の家より草木の穂数が減ってはいるものの，大変ヴ、

ァラょにティーに臨む。 劉liiiのJ二からも40ケ所ほども花脱が設けられており，またその面積もかな

りの大きさにのぼるとはいえ，これほど多くのTI!i名が挙げられていることは注目に依する。洋風

の大国r~iの遊関与を手がけるのが初めてであるため，担当した者の燃にとまどいがあり，また花の

Hさな外間人向けということで，思いつくかぎりの名を挙げたと考えることもできょう。しかし，

バンド・ステージやパヴィリオンの仕総， 'lll泊概算ができていないのにくらべ，総務部涼はとに

かく対叫ができている O 公[l羽というものに対してどのような記継がふさわしいかという点につい

ては絞殺がなかったとしても 1つ lつの木や草花についてこまかな知織は強かに持っていたこ

とがわかる。 EI本の造|認，関誌の伝統を示すものといってよいだろう o 4ケ汐?の i[1l]形チJには
かずら

i捺，部，銭湯V，松山 4糠のツル牧をfIJいるとしている o

こうした見絞りは，おそらく横民近郊の造協，植木業をむ者がやったと忠われるが30}，明ら

かではない。横浜には1m悶後半くから海外総II¥J自の花子1'.，柏木の栽培を営むとi本人，外国人がお

り，明治初期，外悶人が始めた符i~'i Il:~を 13 本人が譲りうけ， I~治例年に平くも徐式会社組織をと

った横民主FJ.水会主1:など，外閑人の好みはよく矢口られていた。しかし明治自作の時点で，横浜公隣
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という大規模な洋嵐の地闘を自信をもって行なえる税の知識はまだ終結されてはいなかったであ

ろう。

神奈川県は以上のような総制30，501内の1M2案を明治 6年 7JL大蔵省へ提出した。ところが

これも，このままでは認められなかった O

5. 横浜公閣の議終実施築

明治 7{'t!ζ入って神奈川換はlirJ2案を克に削減した第 3の案をつくった311。この2誌には「天然

主主立之樹木楠付lB~積j と植樹方針に大転換が見られる一方， ~!(m 総務も 12， 5001司と最初の架の 4

分の uと大艇に削減した祭であった。

まず府闘の布IIfは， わずか1， 011 円伐J)となり最初の 2誌のわずか20分の l である。 r~ は 6 ケ所 lこ

鴻えたがこれも木製となったω川)。ポンプ， ;)!，戸の予算が消えたが， r取締人Jの伎j苛が造られ

るζ とになった。

樹木についての指示はきわめて簡単で，公

開内周 21羽当り lヌドで昔¥'282本，三IqJl!ζ117本，

邸内 5ケ所の綴込みに230本，総計629オえであ

る。花JYIが全く消え，草花も一切ない O 品tj駿

名をil良せた制型・もない。 とにかく 「天然

立Jすなわち山採りか樹木j鼠の半端i訟の間然

の1安打診のものを適当に 629本m認することで

あった。

ζれは大へんな方針転換である。史郎総i少

がまずf]Jl，おの 1つとなろう。しかしi洋!jjRの造

闘に金のかかるとi本の仕立物はいらないとい

う，外i翠人の;意見もあったのではないか。公

開を強く践んでいる外国人述が，詩，.削延期の

となっている金のかかる桜木について成

総を述べたことは想像できる。

野芝を 1万3千余五¥'.1ζ横付けるとなってい

るが，総市磁 17]'9千坪の 7割近くに芝生が

j流付けられることになった O

認IIT立を見ると般かに芝生の市積が大変jよく，

J樹木は内局に一列しかなく， 14J)の3ケi!Jiーだけ

若干潟i班されている。 1*1火の;芝生JtJilfiはこれ

までの案と変わらないようだが，悶絡がほと

んど山総のものに変わった O 有名なブラント

ンの「公邸分間~lJ に恭づいてではなく，横

j兵公i泌lま災にこの大lJ!Jv説家によってつくられ

たのである O

これまでの 2~おと比絞するため，言ト 3 誕の

費用概算の変濯を表にまとめてみた。また樹

~:Jミ 9 鍔3祭 (r児7，3 mの木製+lIIf
この設計家で災際、ヨコ祁IH立つくられた。 見えにく

いが~:災13の周聞の将I1はこのかたちマある o
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勾:災10 制l議JII~誌の第 3 索の l~lffiî
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*，草花の脇村。本数の袈避を表iこしてみた。実際lこ起工されたのは，明治 7年 4月現|得と推定さ
(1:i!)U}<2)CIA3) 

れる 32)。悶年 9月英関領事ロパートソンは「この公開は完成に近づいており，そして樹木の植込

みは現寂依然として遂行されつつあるJと本間への戦合で述べているという制。

その間， 5)1にはアーネスト・サトウが公開 1:jJ;k:のクリケット場270フィート閉方を330ブィー

ト闘方に拡げたいと外務省に出践し，件!入れを行なっている。サトウがエンピツおきした図而も

外務省に残っている34)。サトウは服部地のイギザス人， *告にクリケット・クラブ員の袈認を法え

た釈である。神奈川県は，以前クリケット j諮問題でアメリカに波文そっけられたこともあって当

表 1 j裁浜公 i認造成資総額の ilt:i怒

楽作成年J3 Vl j
 

n
ハ

明治五年六月

2 I 明治661"7月

3 I I児治7年3JJ

(50，050 

(30， 501. 452) 

Cl2， 533. 884) 

60 

25 

災2 樹木 2江花芝総付一式の政JtJ~芝:Ì~

案作成年月 政 }日

l flJj?i乙lJi年六)j 二万七千ヨiT'.'il:tJ (27，500 55% 

2 明治 61:ド7月 二万四千凶百二拾11.9 円治労.銭I~JlIT. (24，424.154) 80% 

3 明治7年3月 六千九百二十一!な七J合銭七Jill ( 6， 921. 707) 55% 
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言受3 樹木・写 :/E i縫付本 数 の 変 巡

公劉内 j河

内総書1I
6 穏

70数穏

117 

問。 57所 230

2，160 

629 

初うろたえた総子でおるが外務省が「別段鐙文なしJと間帯してきておさまった。

公閣の工事を災際IC始めてみると l万 2千円余のう宇都ではやはり不足だったようである。明治

7年11月に外務mijJ寺l誌と会談したパークスが rl可所ニハ米好樹木ヲ檎Jレヲ不見Jつまりまともな

木が植わっていないと不満-を述べている 351ところをみると前述のロパ…トソン報告には若千扮釘li

があるようである。 ζの会議でパークスはさらにたたみかけるように

「入'l:Qハ一体何程ノ御金ヲ被1:1¥依:哉j

と毒事ねた。どれ{立の金額を公悶のために支出したのかという 11J)iζ対しゃl誌は一万円と容えている。

この一万円で「小樹木jや造住が総えられたと|部いているが，自分ではまだ凡でいないと逃げた

母子j誌にパークスは

rJlt:回一見ス jレニj廷潤ノ模様ヲ成サズ」

と追討ちをかけた。さらにパークスはどれ位の金があれば

公闘はできると考えているのか尋ねた。これに対する

の容は，日本~11Jの考えをよく表現していると忠われるので

そのまま減せてみよう。

「我|翠i風之路悶ニセハ竹木石毛す;好ミ倣テハ:1t入波多

分ニ杓掛ワ{災j

「……芝増J二上mF勢;ノ、qJ1:米ノキ出又間洋風ニスル

モ;!t差等沢山アリ米仏J主外iヨカラJlVレアリテ赴!、

定致~長悦へ共先ッーす!制ス処ニテハー閤ノ場へ主主家

ヲセズ小樹木ヲ列11在致伐へ共C1J々 大樹木ハ;世話IIスノレ

ノ、 i~難シj351

この発言ぎのゆには日本側の公顕在~L 公邸政策も浮彫りにさ

れている;ように忠われる。これをもとにふりかえってみよ

っ'。
当初日本燃は公闘の設計aができず，おj緩い外国人プラト

ンの設計簡にもとづいて植樹を考えた。その 11約ま校ぷりの

よいi~やそッコク， {士立写会のキャラボクなどを入れようと

していた。結千予算の縮少を余儀なくさせられても日本!誌

の松やi抵をはずすこと iζ考えは及lぎなかった。その1m，明

治 8 長I~の太政官布迷に従って上野32永寺境内や芝rîfl上寺境

内が公爵lζ指定された。これは全く金をかけずに公i認をつ

2'j:)!.U1 災級で i1i'ぬからパークス
lこ波された阪出Jとある
3~tìおii.サトウが外務翁lこ 111
し入れる燃に者込んだもの
か?総樹の{:I:ガ，道IIJなど
がト込まれている。芝生地
の一辺lζr330ftjとサトウ

が後込んだ見伐のi玄limがも
う…禁ある。
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Tj:災12 1880年(明治13年)闘の横浜公ma 横浜市;t・!;f~ 3滋 CIご)1，J"鈎より)

くりだす方法であった。(居留地の公関に瑚を焔めている考t掲の出羽をひいた択であるJ しかし

居留地の新設公邸は指定しただけで淡むはずもない。ただ各闘においても公i滋の機態はまちまち

であることそ日本側は学んだ。iZ野洋Jililといっても各国によってなるというのは，公開造成をで

きるだけ允きへ延ばそうとする [1水側のは突にもなる O 事実は予算が少ないせいだが，施設はつ

くらず，かん木の得揃えでそれなりに公閥の体裁を抱えているのは各悶の好みの翻殺に他ならな

いと詰-いわけすることができる。

には以上のことがよくわかっていたから jニのような発言となったのである。このElの会談

では公劉予算をもっと多くせよとするパークスに外悶側も負担せよと守j誌がJ;~i~H し，湖沼平行線

のまま終っている。

強明治 8年lこ樹木が追加して揃えられたようである o S5!々 年 9"1'.つまり I~m閣の年には各省の

交換文書のテー?は維持管理問題に移っている。これについては本総では省き，一応、出米上がっ

た公劉を I~Èめてみよう。 といっても明治13年・関扱影されたといわれる写真〔悦(12)をもとにしてで

あるが. tfu刻はやはり明治 7"I~の間 ïfiî に f追っている。闇路はまだあまり技術されておらないが，

中央の芝生広場を欄がIi又閥み，やはり平く芝生が植付けられただけされいに縫ってみえる。図路

とは別の，汲続距離をとろうとする時分け迫ができており，当時の人もかくあるかとほほえまし

い。人力車も通ったのであろう，きわめて~lIlいわだちの跡が見える。スポーツ・クラブのクラブ

ハウスに|匂う人力111の外間人の盗が院に浮かぶ。

大きな樹木はハツ掛に文枝がなされており，文松は I~:I く光っていて釈しいもののようである。

樹木はかなりまばらで 1本 1本の樹〉誕も;J、さくオミI誌はほとんどない。段j去りに仕立てたような

樹木が数本自につくが，結局誰かの~子みでどうしてら仕"Íl.物を入れたのだろう。

1:1:1央の芝生の右端にこの勾災ではほとんど見分けがつかないが臨海.11ミ泰誌の指怖される 2閣

のダブノレス!日テニスコートが写っている。ウィンブルドンの全英テニス大会において，これと同

じコート形式でダフソレスの試合が行なわれたのは1879"1~ という。この'Ej:爽が1880年(明治13 1ド)

のも ~であるとするとその伝情がいかに勾・いかが知られると臨海氏 、ておられる 36)。すでに

述べたことだが，本闘の生活スタイノレをそのまま持込んだハイクラスの人迷の公倒である…ザIJを

示すものだろう O

横浜公開は刻刻したものの，ゆっくりくつろげるような緑訟はまだなく，明治10年代前半は，

おそらくスポーツを1:1:1心とした社交のjLJとして用いられたのであるの

tllið~公開はとにもかくにも した。 日本政府の逃げ11混と大柄な予長1幅削減にもめげず. ~\制 lζ

要求をくり返し，ついに公闘を護持したのは. I@llろの生活スタイル(<:11総悶とした間念をfffつ，仁1:1

・上流の間WiタトI:EI人のいわば rr半減jにほかならない。一方，それをもとに現実に公邸の体訟を
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終えたのは，予算の削減や造溺の綴式の変:妊に器用に，もしくは梁軟に対応した日本の役人迷や

とりわけ伝統的な巡闘をになう純水騒迷のいわば f和才'Jであった。横浜公闘は，このような来

日目文化の迷いとその出会いの姿告示す…例であり，日本の近代化の初期のかたちが，造j惑の仁IJに

あらわれたものであったといえよう

本稿作成にあたっては，京都大や遊関学研究滋公開火研究会のメンバーとの討論が大きな

となっている。京[Ej文化の妓触という続点は，京都大学人文科学研究所におけるぢ1J:1光邦数般を

の心とするrI9世紀日本の情報と社会変動J研究班の筑鈴諸氏にたいへん多くを教えられた。京

都大学i露関学研究京の1:1:1村一教授にはJJIi稿をI}hl読していただき，併せて助設をいただいた。その

他多くの祐氏からさまざ、まに教えられた。

外務省外交資料館， /i.ff;絵常持:応に いただいた O 以上すべての方々に深く御

礼申上げる。
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Summary 

The“Public Garden" in 19th century Yokohama， called Yokohama Park today， is known 

as the first public garden of the European style in modern ]apan. The author五rsttries 

to explain why the "Public Garden" was demanded by the foreig・nersin their settlement 

and from which class of them the demand came out. It is argued that the demand for 

the park came out from the upper class of the sett1ers. They wished to live the same life 

as they had had in their native countries. 

The process of construction of the “Public Garden" is as follows. At :first it was intended 

to make on the plan by R. H. Brunton， who was an English engineer employed by the 

Japanese Government. His plan shows the garden should have a strict formal style. The 

realization of the plan was postponed and its size was reduced because of the economic 

reason of the ]apanese Government. The actually constructed garden was changed into 

the natural style. 

As to the trees， Shitatemono， arti:ficially trained trees， were omitted and naturally grown 

trees， which were cheaper than the former， were used in the garden. The ]apanese 

gardeners， who made the garden themselves， managed it skil1fully in spite of various 

alterations in design. On the other hand， the settlers asserted that the garden was essen-

tial fo1' their lives，邑ndthey finally got it， though the form of the garden was di fferent 

from what they wished to have. The ‘'Public Garden" in Yokohama symbolizes the diffe-

rences in culture and the way of life between ]apan and European countries at the bか

ginning of Meijj era， and also it sym bolizes the e ffort of the ] apanese who intended to 

assimilate European cu1ture and to modernize themselves. 




